
◆4月の有効求人倍率は1.08倍
◆月間有効求人数は1,219人、月間有効求職者数は1,125人

・新規求人数は３７４人と、前月に比べ７６人（１６．９％）の減少となり、前年同月との比較では１３２
人（２６．１％）の減少となりました。
・新規求人を主な産業別に前年同月と比較すると、「建設業」（１７人増、６３．０％増）、「運輸業」
（７人増、４６．７％増）等が増加した一方で、「医療・福祉」（６２人減、３６．３％減）、「卸売・小
売業」（２８人減、５４．９％減）、「製造業」（１８人減、１７．３％減）等が減少しました。
・新規求職申込件数は３０３人と、前月に比べ５８人（２３．7％）の増加となり、前年同月との比較では
６人（１．９％）の減少となりました。
・このため、4月の当所管内における雇用失業情勢は、月間有効求人数１，２１９人に対し、月間有効求職
者数１，１２５人で、有効求人倍率は、１．０８倍となり、前年同月を0．１８ポイント下回りました。

ハローワーク築館管内の求人・求職者の動向

労働市場の動き（４月内容）

～ハローワークからのお知らせ～

●障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の規定により、全ての事業主は法定雇用率以上の

割合で障害者を雇用する義務があります。

令和8年7月1日からは 法定雇用率引き上げに伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の

範囲が、従業員37.5人以上規模となります。
詳しくは、２～３ページをご覧ください。
* お問い合せは、ハローワーク築館（TEL：0228-22-2531）障害者担当窓口までお願いします。

●令和８年度労働保険の年度更新期間について
令和８年度労働保険の年度更新期間は６月１日（月）～７月10日（金）です。
※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、または電子申請でも受け付けて
おり、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。

月号

7年4月 7年5月 7年6月 7年7月 7年8月 7年9月 7年10月 7年11月 7年12月 8年1月 8年2月 8年3月 8年4月

有効求職者 1,055 1,088 1,047 974 951 950 965 947 944 952 1,051 1,093 1,125

有効求人数 1,328 1,320 1,270 1,220 1,218 1,281 1,238 1,567 1,444 1,251 1,345 1,326 1,219

求人倍率 1.26 1.21 1.21 1.25 1.28 1.35 1.28 1.65 1.53 1.31 1.28 1.21 1.08
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令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率 ２.３％ ⇒ ２.５％ ⇒ ２.７％

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実

現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

（令和８年６月１日時点の報告では、法定雇用率2.5％での不足有無などを確認します。）

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和８年７月以降）
Point 
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL080401障01

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以下のよ

うに変わりました。(これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率設定業種 除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ２０％

・林業（狩猟業を除く） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

 除外率が引き下げられました。（令和７年４月）
Point 
②



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？

Ａ１． 令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月17日までの間）は、

令和８年６月以前については2.5％、

令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。
Point 
③

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか

らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになりました。

 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。 

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ

いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

 障害者雇用のための事業主支援を強化しました。（令和６年４月以降）
Point 
④

「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた

めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました。

（「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内：https://www.mhlw.go.jp/content/001245754.pdf）

 障害者雇用関係の助成金を拡充・新設しました。 

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必

要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになりました。

◆ 障害者介助等助成金の拡充（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助

者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金の拡充（助成単価や支給上限額、

利用回数の改善等）の他、職場実習・見学の受入れ助成を新設しました。

（各種障害者雇用納付金関係助成金の詳細はこちら：https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html）

Ｑ３．今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか？

Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和８年７月１日から3.0％と民間企業と同様に引き上げとなりま

す。また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和８年７月１日から2.9％となります。

なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和７年４月から10ポイント引き下げられました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001245754.pdf
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
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雇用保険取扱状況（８月分）

雇用の動き（４月内容）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
８年１

月
２月 3月 4月

取得者数 272 323 201 164 142 110 190 146 164 106 131 164 215

喪失者数 487 197 160 173 142 194 189 129 137 196 203 179 489

月末現在被保険者数 16,163 16,242 16,267 16,237 16,214 16,110 16,105 16,107 16,121 16,034 15,959 15,939 15,673
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